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「
平
和
へ
の
権
利
宣
言
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
十
二
月
十
九
日
の
国
連
総
会
に
お
い
て
、
第
一
条
で
「
す
べ
て
の
人
は
、
す
べ
て
の
人
権
が
保
障
さ
れ
、
発
展
が
実
現

す
る
よ
う
な
平
和
を
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る
」
こ
と
を
定
め
た
「
平
和
へ
の
権
利
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

一

立
案
段
階
で
、
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
平
和
へ
の
権
利
国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
・
日
本
実
行
委
員
会
」
が
「
全
世
界
の
国
民
が
、

平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
の
日
本
国
憲
法
前
文
を
伝
え
、
宣
言
に
も
生
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
我
が
国
が
反
対
に
ま
わ
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

今
後
は
、
「
平
和
へ
の
権
利
宣
言
」
を
具
体
化
す
る
国
際
条
約
を
制
定
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
我
が
国
は
、
憲
法
の

精
神
か
ら
も
積
極
的
に
こ
れ
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
は
如
何
。

右
質
問
す
る
。


